
旅客自動車運送制度

道路運送法 道路運送法の規定外

旅客自動車運送 自家用有償運送
許可又は登録
を要しない運送

事業内容 事業用自動車による旅客運送 自家用自動車による旅客運送 （ボランティアによる送迎等）

手続き等 許可制（国土交通省） 登録制（国土交通省） 必要なし

対 価 有償

有償（実費の範囲）

※ガソリン・道路通行料・駐車場代のほ
か人件費・事務所経費等の営利を目的と
しない妥当な範囲内。

有償にあたらない範囲

※ガソリン・道路通行料・駐車場代、任意
の謝礼など。

主な運送対象 全ての旅客 地域住民 規定なし

運送主体 運送事業者 市町村、非営利団体等 規定なし

安全

要件

運 転 者 第二種運転免許 第二種運転免許又は大臣認定講習等 規定なし（第一種運転免許可）

車 両 車検期間は１年 車検期間は２年（初回は３年） 車検期間は２年（初回は３年）

運行管理 運行管理者(国家資格)の選任 運行管理者の選任 －

役 員 法令試験 － －

実施手続等 －
地域関係者による合意

(地域公共交通会議又は運営協議会)

＊自家用自動車による有償運送について
許可又は登録が必要とされている趣旨

自家用自動車については、旅客自動車
運送事業のような輸送の安全性や利用者保
護のための措置が一般的には行われていな
いことなどから、これらの措置が確実に行
われていることを確認するため。

出典：総合政策部調べ
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参考資料 ３－２

国自旅第３３８号

平成３０年３月３０日

一部改正 国自旅第３２８号

令和２年３月３１日

各地方運輸局自動車交通部長

殿

沖縄総合事務局運輸部長

自動車局旅客課長

道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について

標記については、平成１８年に道路運送法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第４

０号）が成立し、市町村、ボランティア団体等が行う自家用有償旅客運送について、新たに

登録制とされた。この際、参議院国土交通委員会において「ＮＰＯ等による福祉有償運送に

ついて、好意に対する任意の謝礼にとどまる金銭の授受は有償に含めないこととするなど

「自家用有償旅客運送」に係る有償の考え方及び運送対象者の範囲を示す」旨の附帯決議が

付され、その趣旨を踏まえ、事務連絡（平成１８年９月２９日付け）で考え方を整理し、運

用してきたところである。

今般、規制改革実施計画(平成29年6月 9日閣議決定)において｢自家用自動車による運送

について、それが有償である場合には、旅客自動車運送事業に準じた輸送の安全や利用者の

保護に対する期待感を利用者一般が有していることが、自家用自動車の有償運送を登録又は

許可にかからしめる理由であることを通達により明確にするとともに、登録又は許可を要し

ない自家用自動車による運送について、ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可

能な範囲を通達により明確化する。｣との計画が策定され、また、｢高齢者の移動手段の確保

に関する検討会｣の中間とりまとめ(平成29年6月30日公表)において｢道路運送法上の許

可・登録を要しない輸送について、ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可能な

範囲を明確化し、関係者に周知する。」とされたところである。

このため、上記の趣旨を踏まえ、標記についての考え方を整理したので、その旨了知され

るとともにその取扱いについて円滑な実施に努めることとされたい。

なお、本通達の発出に伴い、｢道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様につ

いて｣(平成１８年９月２９日事務連絡))及び｢『道路運送法における登録又は許可を要し

ない運送の態様について』の細部取扱いについて｣(平成２２年９月１日事務連絡)を廃止

する。



記

１．道路運送法上の許可又は登録を要しない運送の態様についての考え方

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第７８条の規定により、

自家用自動車は、原則として、有償の運送の用に供してはならず、災害のため緊急を要する

ときを除き、例外的にこれを行うためには、国土交通大臣の登録又は許可を受けるべきこと

が定められている。これは、自家用自動車による有償運送について許可又は登録が必要とさ

れている趣旨が、自家用自動車については、旅客自動車運送事業のような輸送の安全や利用

者の保護のための措置が一般的には行われていないこと、自家用自動車による旅客運送を有

償で行う場合には、輸送の安全や利用者の保護のための措置が確保されているとの期待感を

利用者一般が有していることを踏まえ、これらの措置が確実に行われていることについて、

許可又は登録の際に確認する必要があるためである。

個々具体的な行為が、有償の運送として、許可や登録（法第７８条第３号の許可、法第

７９条の登録、行為の態様によっては法第４条第１項又は法第４３条第１項の許可。）を要

するか否かについては、最終的には、それぞれの事例に即して個別に総合的な判断を行うこ

とが必要であるが、主として、ボランティア活動における送迎行為等を念頭におきながら、

許可又は登録が不要な場合の考え方及びこれに該当すると思われるケースの例を示せば、次

のとおりである。

（以下、省略。なお、内容は次のとおり。）

■ 要点（ポイント）

許可又登録が不要な場合の考え方 該当する例

① サービスの提供を受けた者からの給付が、「好意に対する

任意の謝礼」と認められる場合
自発的に謝礼の趣旨で

金銭等を支払い等

② 利用者からの給付が、金銭的な価値の換算が困難な財物や

流通性の乏しい財物などによりなされる場合
自宅で採れた野菜や一

部の地域通貨等

③ 当該運送行為が行われない場合には発生しないことが明ら

かな費用であって、客観的、一義的に金銭的な水準を特定で

きるもの（ガソリン代､道路通行料、駐車場料金）を負担する

場合

※人件費、車両償却費、保険料等は、運送の有無にかかわらず発生し、
又は金銭的な価値水準を特定することが困難であるため、これには

該当しない。

実際の運送に要するガ

ソリン代、有料道路使用

料、駐車場代等

④ 市町村が公費で負担するなど利用者は対価を負担しておら

ず、反対給付が特定されない場合
市町村の事業として実

施され利用者から一切

の負担を求めない場合

等



道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について

（１）サービスの提供を受けた者からの給付が、「好意に対する任意の謝礼」
と認められる場合は許可等を要しません。
運送行為の実施者の側から対価の支払いを求めた、事前に対価の支払いが合意されていた、などの事実がなく、あ
くまでも自発的に、謝礼の趣旨で金銭等が支払われた場合は有償とは観念されないことから許可等は不要です。

予め運賃表などを定め金銭の収受が
行われる場合。

会費として収受され、運送サービスの
提供と会費の負担に密接な関係が認
められる場合。

「カンパ」などの運送とは直接関
係のない名称を付して利用者か
ら収受する金銭で、運送行為に
対する反対給付と認められる場
合。

料金表 大人 小人

～5㎞ 200 100

5㎞～10㎞ 300 150

10㎞～ 400 200 「協賛金」、
「保険料」、
「カンパ」等

会 費
１ヶ月 1,000円

ただし、以下の場合は有償であるとみなされ許可等を要することとなります。

自発的
支払い

道路運送法第２条第３項において、①他人の需要に応じ、②有償で、③自動車を使用して、④旅客を

運送する、⑤事業を旅客自動車運送事業であると規定しており、①～⑤の要件全てに該当する場合は
同法に基づく許可を受ける必要があります。

個別の旅客運送行為が、許可等を必要とする態様かどうかについては、最終的には個別に総合的に
判断されますが、②の有償については客観的な判断が困難である場合も考えられることから、事案毎に
許可等を要するか否かを例示しました。ご不明な点は、最寄りの運輸支局等にご相談下さい。
本パンフレットは、平成３０年３月３０日付事務連絡「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」の内容をわかりやすく図化したものであり、
新たな解釈を示したり、許可等を要しない範囲を変更するものではありません。

出典：国土交通省「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」（イラスト版）引用



相互扶助

現在 将来

ただし、以下の場合は有償とみなされ許可等を要することとなります。
流通性、換金性が高い財産的価値を有する金券や、希少価値を有する財物等の収受は有償とみなされ、
許可等が必要です。

サービスの交換にとどまる場合については原則として許可等は不要であるものの、有料で点数を購入して貰うな
どの場合や、地域通貨といってもその対象サービス内容、流通範囲、交換可能な財・サービス内容に応じ、許可
等が必要となるケースがあります。

（２）サービスの提供を受けた者からの給付が、金銭的な価値の換算が困
難な財物や流通性の乏しい財物などによりなされる場合は許可等を要しま
せん。
○日頃の移送の御礼として、自宅で採れた野菜を定期的に手渡す場合は有償とはみなされず、許可等を要しません。

○地域通貨の一種として、ボランタリーなサービスを相互に提供しあう場であって、例えば、運送の協力者に対して
１時間１点として点数化して積立て、将来自分が支えられる側になった際には、積立てておいた点数を用いて運送等
のサービスを利用できる仕組み等、組織内部におけるボランタリーサービスの提供を行う場合も有償とはみなさず、
許可等を要しません。

※運送利用者は、運送者に点数を渡す。

商品券

タイム
ダラー= =１０円 1,000円１

・

・



ガソリン代 有料道路使用料 駐車場代

（３）実際の運送に要するガソリン代、有料道路使用料、駐車場代のみを収
受する場合は許可等を要しません。

（４）市町村の公共サービスを受けた者が対価を負担しておらず、反対給付
が特定されない場合などは許可等を要しません。
○市町村の事業として、市町村の保有する自動車により送迎が実施され、それらの費用が全額市町村によって賄われ
利用者からは一切の負担を求めない場合は許可等は要しません。

○利用者の所有する自動車を使用して送迎を行う場合は、単に他人の自動車の運転を任されただけであり、運転者
に対して対価が支払われたとしても、それらは運転役務の提供に対する報酬であって運送の対価とはなりません。
よって、許可等は要しません。

運転者Ａさん

単にＡはＢの
車の運転を行う

Ｂの
所有する車

同乗者Ｂさん

○○市役所

※役務提供の態様等によっては、
自動車運転代行業や労働者派遣業と
看做されることもあります。

登録又は許可が不要として認められるのは、実際の運行に要するガソ
リン代（乗車中はもとより、乗降場所と車庫等の回送区間に係るものを含
む。）であり、ガソリン代相当額ではありません。ガソリン代の算出方法は
例えば以下の方法によることが可能です。
【走行距離(km) ÷燃費(km/ℓ) × 1ℓあたりのガソリン価格(円/ ℓ) 】
（それぞれの数値の算出根拠の例）
・走行距離 ：地図情報サイトで計測した距離
・燃費 ：自動車情報サイトで車種ごとに公表されている燃費
・ガソリン価格：ガソリン価格調査機関が公表する価格

ガソリン代の算出にあたって

〇ＮＰＯ法人等が地域住民の運送サービスを提供する場合に、市区町村の自動車を利用する場合や当該ＮＰＯ法人等
の自動車の購入費や維持管理経費に対して市区町村から補助金が交付される場合は許可等は要しません。

NPO法人等市区町村

市区町村の自動車を利用

NPO法人等市区町村

自動車購入費に対する補助金



ただし、以下の場合は有償性があると認められ許可等を要することとなります。

学校子供の自宅 保育施設

要介護者の自宅 デイサービス施設

○デイサービス、授産施設、障害者のための作業所等を経営する者が、自己の施設の利用を目的とする通所、送迎を
行う場合であって、送迎に係るコスト（ガソリン代等の実費も含む。）を利用者個々から収受しない場合にあっては、
当該送迎は自己の生業と密接不可分な輸送と解され、許可等は要しません。

○子供の預かりや家事・身辺援助の提供が中心となるサービスを提供するものであって、運送に対する固有の対価
（ガソリン代等の実費も含む。）の負担を求めないものである場合は、当該送迎サービスの提供は有償の運送とは
解さず、許可等は要しません。

ただし、以下の場合は有償性があると認められ許可等を要することとなります。

運送者から利用者にガソリン代等と
称して実費や運賃を要求する場合

実費や運賃

施設等からの委託契約を受けて
当該施設までの運送を行う場合

訪問介護事業所が行う要介護者の運送
（介護保険給付が適用される場合）

介護
保険
給付

運送を行う場合と
行わない場合とで料金が異なる

送迎付き・・・12,000円

送迎無し・・・10,000円

送迎を利用する者と利用しない者
との間のサービスに差を設ける

送迎付き・・・マッサージ無し

送迎無し・・・マッサージ有り

請求書

施設料 10,000

食事代 4,000

送迎料 2,000

合計 16,000

運送に対する反対給付が特定される

委託者又は第三者が対価を
負担して、利用者の負担が一切なくても

市区町村が設立するファミリサポートセンターにおける子
育て支援のための相互援助活動の一環として行われる保
育施設と依頼会員の自宅との間の送迎サービス



貨物自動車
運送事業法

貨物自動車運送事業法＋道路運送法 道路運送法

貨物運送 貨客混載

トラック等
トラック、タクシー、

貸切バス
乗合バス

(積載量350kg以上）
乗合バス

(積載量350kg未満）
自家用自動車、福祉車両

(積載量350kg未満）

手続き等
許可制

（国土交通省）
許可制

（国土交通省）
許可制

（国土交通省）
許可制

（国土交通省）
登録＋許可制
（国土交通省）

運送主体 運送事業者 運送事業者 運送事業者 運送事業者

自家用有償
旅客運送者
市町村、

非営利団体等

要

件

運行管理 運行管理者の選任 運行管理者の選任 運行管理者の選任 運行管理者の選任 運行管理者の選任

整備管理 整備管理者の選任 整備管理者の選任 整備管理者の選任 整備管理者の選任 整備管理者の選任

施 設
営業所、休憩・睡眠施設、
車庫

営業所、休憩・睡眠施設、
車庫

営業所、休憩・睡眠施設、
車庫

営業所、休憩・睡眠施設、
車庫

規定なし

最低車両台数 ５両 ５両
定期運行 ：６両
不定期・区間運行：３両

定期運行 ：６両
不定期・区間運行：３両

規定なし

自己資金 要 要 要 要 要

損害賠償能力 要 要 要 要 要

役 員 法令試験 法令試験 法令試験 法令試験 法令試験

地 域 規定なし 過疎地域 規定なし 規定なし 過疎地域

貨物自動車運送制度 参考資料３－３

出典：総合政策部調べ



背景 ・最も近い総合病院、大型の商業施設などは70km離れた稚内市

・稚内市に直行する公共交通機関はなく日帰りの往復は困難

運行

内容

・天塩町～稚内市を往来するボランティアドライ

バーと同乗希望者をマッチングして相乗りする

交通サービス

経緯 ・平成28年12月：地域再生計画「天塩町シェアリングコミュニティ構築プロ

ジェクト」認定

・平成29年1月：株式会社notteco（ノッテコ）と提携

・平成29年3月：実証実験開始

・平成29年11月：本格導入

■運行概要

運営主体 天塩町

運行形態 相乗り型 車両 運転者のマイカー

運行ﾙｰﾄ・

エリア
・天塩町～稚内間（ドア・ツー・ドア）

運行日・

回数等
・ドライバーの移動予定による

運転者 町内在住者 登録者数：32名（2019年4月末）

利用者 18歳以上の町民 登録者数：82名（2019年4月末）

利用方法
マッチングプラットフォー

ム又は電話で申し込み
金銭収受 あり（燃料代）

利用者数 H30年度：311名（Ｈ29年3月からの累計）

天塩－稚内 相乗り交通事業 （北海道天塩町）

凡 例

お金

物

サービス等

車両と管理者の関係

■費用負担■交通ネットワーク

■取組のポイント

地域の交通体系における役割

地域の交通体系

における役割
天塩～稚内間の移動に限定することで、鉄道・バスやタクシーと競合

を回避（天塩～稚内間は、鉄道・バスを乗り継ぐと3時間以上掛かり、日帰りが困難。

また、タクシーでは片道約2万円と利用者はほとんどいない。）

マッチングプラットフォームを利用し、運転者が稚内に行く予定を登

録し、それに利用希望者が同乗の申請を出す仕組み

関係者の役割分担

検討の進め方 天塩町が主体となって導入し、運営

経費等の負担 燃料代は利用者が負担

地域住民の参加

安全・安心の

確保
運転者の条件を75歳未満としています。

安全運転・AED講習会を開催し、運転者が参加

利用の促進 広報物だけでは伝わりにくいことから、直接、高齢者が集まる老人ク

ラブに出向き相乗りの仕組みを説明

実際に利用してもらうために相乗りツアーを実施

高齢者は、スマートフォンなどを利用できない場合が多く、電話・窓

口での申し込みに対応

知らない人のクルマに乗ることへの不安解消のため、利用者と運転者

の相乗り交流会の開催
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出典：国土交通省「地域のモビリティ確保の知恵袋2019～互助による輸送の事例～」引用



背景 ・路線バスや都市間バスは、路線が少なく、便数も少ない

・タクシ―は、町内に計２台しかなく、これらが稼働中の場合、町内の交通資
源は自家用車のみ

運行

内容

・町民のボランティア・ドライバーのマイカーを
利用した相乗り

・出発・目的地いずれかが町内であれば、町外の
利用も可能

・マッチングプラットフォームを利用し、町民の
他、来訪者も利用可能

経緯 ・平成28年6月20日：第１回中頓別町シェアリング研究協議会

・平成28年8月3日：平成28年度第１回交通グループ会議

・平成28年8月24日：なかとんべつライドシェア実証実験開始

・平成29年4月20日：燃料代・システム利用料収受開始

・平成31年4月：継続が決定

■運行概要

運営主体 中頓別町

運行形態 相乗り型 車両 運転者のマイカー

運行ﾙｰﾄ・

エリア

・中頓別町内（ドア・ツー・ドア）

・発地又は着地が町内の場合は町外への配車は可能

運行日・

回数等

・毎日、8時～24時

（時間帯によっては配車ができない場合もあり）

運転者 75歳以下の地域住民 登録者数：15名（2019年9月末）

利用者 町民及び来訪者 145名以上（2016/8/24～2019/3/31）

利用方法
マッチングプラットフォー

ム又は電話で申し込み
金銭収受

あり（燃料代、システ

ム利用料）

利用者数 利用回数：887回（2016/8/24～2019/3/14）

なかとんべつライドシェア （北海道中頓別町）

凡 例

お金

物

サービス等

車両と管理者の関係

■費用負担■交通ネットワーク

■取組のポイント

地域の交通体系における役割

地域の交通体系

における役割
全町域をカバーする交通手段が必要であるが、町の財政や交通事業者
の供給力では、交通サービス提供が困難であり、互助の輸送を導入

町では、高齢者・障害者を対象にタクシ―チケットを配布

ライドシェアで都市間バスとの接続に対応

関係者の役割分担

検討の進め方 交通事業者が研究協議会に参加、運輸支局もオブザーバーとして参加

下部組織として、ボランティアドライバーから構成される交通グルー
プ会議を設置

経費等の負担 中頓別町が主体となって導入し、運営（電話受付、マッチング）

町が主体となることで、取組に信頼感が得られる

無料では、利用しにくいとの声を踏まえ、平成29年4月から実費を収受

地域住民の参加

安全・安心の

確保
交通グループ会議における安全対策の実施（町営自動車学校による講
習会の受講、ヒアリハットマップの作成・更新）

利用の促進 マッチングアプリの他、ライドシェア配車受付専用ダイヤル、町内6か
所での代理配車

広報活動（広報誌での特集記事の掲載、ライドシェア通信の発行、町
民フォーラムの開催、町内のイベントへの出店等）

運転者等の確

保
ボランティアドライバーから構成される交通グループ会議を月１回開
催し、情報交換や運営上の課題について対策を継続的に検討
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■道路運送法（昭和 26 年 6 月 1 日外法律第 183 号）

（目的）

第一条 この法律は、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）と相まつて、道路運送事業の

運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化

に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路

運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、も

つて公共の福祉を増進することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事

業をいう。

２ この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。

３ この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運

送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。

４ この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。

５ この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。

６ この法律で「自動車」とは、道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）による自動車をい

う。

７ この法律で「道路」とは、道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路及びその他の一般交

通の用に供する場所並びに自動車道をいう。

８ この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道

路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専

用自動車道」とは、自動車運送事業者（自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。）が専らそ

の事業用自動車（自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。）

の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。

（種類）

第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

一 一般旅客自動車運送事業（特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業）

イ 一般乗合旅客自動車運送事業（乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業）

ロ 一般貸切旅客自動車運送事業（一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車

を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業）

ハ 一般乗用旅客自動車運送事業（一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自

動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業）

二 特定旅客自動車運送事業（特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運

送事業）

（一般旅客自動車運送事業の許可）

第四条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならな

参考資料３－５
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い。

２ 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別（前条第一号イからハまでに掲

げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。）について行う。

（有償運送）

第七十八条 自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。）は、次に掲げる場合を除

き、有償で運送の用に供してはならない。

一 災害のため緊急を要するとき。

二 市町村（特別区を含む。）、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定す

る特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客

その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送（以下「自家用有

償旅客運送」という。）を行うとき。

三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期

間を限定して運送の用に供するとき。

（登録）

第七十九条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならな

い。

■道路運送法施行規則（昭和 26 年 8 月 18 日運輸省令第 75 号）

（自家用有償旅客運送）

第四十九条 法第七十八条第二号の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促

進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる

者（以下「特定非営利活動法人等」という。）が行うものであつて、次に掲げるものとする。

一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の交

通が著しく不便な地域において行う、地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送（以

下「交通空白地有償運送」という。）

二 乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動す

ることが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー（タクシー業務適正化特別措置法（昭和四

十五年法律第七十五号）第二条第一項に規定するタクシーをいう。）その他の公共交通機関を利用

することが困難な者（特定非営利活動法人等が行う場合にあつては、第五十一条の二十五の名簿に

記載されている者）及びその付添人の運送（以下「福祉有償運送」という。）

イ 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第四条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第五条に規定す

る精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第二条第四号に規定す

る知的障害者

ニ 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている



3

者

ホ 介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者

ヘ 介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第百四十条の六十二の四第二号の厚生

労働大臣が定める基準に該当する者

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

■貨物自動車運送事業法（平成元年 12 月 19 日法律第 83 号）

（目的）

第一条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車

運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な

活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図

り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運

送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

２ この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以

上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。）を使用して貨物を運送する

事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

３ この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使

用して貨物を運送する事業をいう。

４ この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以上

の軽自動車及び二輪の自動車に限る。）を使用して貨物を運送する事業をいう。

５ この法律において「自動車」とは、道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二

項の自動車をいう。

６ この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、

営業所その他の事業場（以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。）

において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他

の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間にお

ける当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

７ この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送

事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う

運送（自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。）を利用してする貨物の運送をいう。

（一般貨物自動車運送事業の許可）

第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならな

い。










